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１．受給要件

○ 次のいずれにも該当する場合、脱退一時金の受給が可能となる。
①日本国籍を有しないこと
②日本国内に住所を有しなくなったこと
③国民年金第１号被保険者としての保険料納付済期間（※３）を６か月以上

有すること
④老齢基礎年金の受給資格期間（10年）を満たしていないこと
⑤障害基礎年金等を受給したことがないこと
⑥日本の公的年金制度（厚生年金保険又は国民年金）の被保険者でないこと
⑦日本に住所を有しなくなった日（※４）から２年以内に請求を行うこと

（※３）保険料４分の１免除期間の月数の４分の３に相当する月数、保険料半額免

除期間の月数の２分の１に相当する月数及び保険料分の３免除期間の月数
の４分の１に相当する月数を含む。

（※４）日本の公的年金制度の被保険者でなくなった日の方が遅い場合は当該日。

２．支給額

○ 国民年金第１号被保険者としての保険料納付済期間に応じて、次の
表のとおり支給。（最大で36ヶ月（３年）分）

（※５）最後に保険料を納付した月が令和元年度に属する場合の額。

給付水準は、納付した保険料の半額相当分を基準として設定。

脱退一時金制度の概要

＜厚生年金保険における脱退一時金制度＞ ＜国民年金における脱退一時金制度＞

１．受給要件

○ 次のいずれにも該当する場合、脱退一時金の受給が可能となる。
①日本国籍を有しないこと
②日本国内に住所を有しなくなったこと
③厚生年金保険の被保険者期間を６か月以上有すること
④老齢基礎年金の受給資格期間（10年）を満たしていないこと
⑤障害基礎年金等を受給したことがないこと
⑥日本の公的年金制度（厚生年金保険又は国民年金）の被保険者でないこと
⑦日本に住所を有しなくなった日（※１）から２年以内に請求を行うこと

（※１）日本の公的年金制度の被保険者でなくなった日の方が遅い場合は当該日。

２．支給額

○ 厚生年金保険の被保険者であった期間に応じて、次の計算式に基
づいて算出した額（最大で36ヶ月（３年）分）

支給額＝平均標準報酬額×(最終月の属する年の前年10月の保険料率（※２）)

×１／２×（下の表に定める月数）

保険料納付済期間 支 給 額（※５）

6か月以上 12か月未満 49,230 円
12か月以上 18か月未満 98,460 円
18か月以上 24か月未満 147,960 円
24か月以上 30か年未満 196,920 円
30か月以上 36か月未満 246,150 円

36か月以上 295,380 円

被保険者であった期間 月 数
6か月以上12か月未満 6

12か月以上18か月未満 12

18か月以上24か月未満 18

24か月以上30か月未満 24

30か月以上36か月未満 30

36か月以上 36

（※２）平成29年９月以降の保険料率は18.3％で固定。
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脱退一時金裁定件数の推移

出典：平成７～19年度事業年報（社会保険庁）、平成20～28年度事業年報（厚生労働省年金局）
注）平成29年度における厚生年金保険の裁定件数は、厚生年金保険１号分のみの数値。
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厚生年金保険 6123 7040 9594 10617 13327 14122 15202 16730 20496 20702 20633 26674 30813 42707 57914 74018 71512 44968 54610 71599 62083 58532 67112

国民年金 29 39 69 69 86 129 141 167 212 217 182 265 296 288 303 373 356 222 255 323 317 262 286

合計 6152 7079 9663 10686 13413 14251 15343 16897 20708 20919 20815 26939 31109 42995 58217 74391 71868 45190 54865 71922 62400 58794 67398
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外国人労働者数の内訳

出典：出入国在留管理庁HP「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
※特定技能の人数については、出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数（速報値）」による。

20人（※）

（※）令和元年６月現在の数。
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出典：厚生労働省HP

技能実習制度の仕組み

（※）

（※）

（※）外国人技能実習機構 4



出典：出入国在留管理庁HP

在留資格「特定技能」について

※ 特定技能として外国人材の送出しが想定される国のうち2019年８月現在でフィリピン、カンボジ
ア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュと
の間で、悪質な仲介事業者の排除を目的とする「特定技能」に関する二国間取決め（MOC）が締結
されている。これらの国のうち日本との間で年金の通算措置を含めた社会保障協定が締結されてい
るのはフィリピンのみとなる（参考12参照）。
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在留資格「特定技能」における在留期間について

• 改正出入国管理法により、期間更新に限度のある在留資格における在留期間の上限が５年になる
（特定技能１号）。

• 在留期間が５年を超える場合は、実際には以下に例示するような様々なケースが考えられ、老齢基礎
年金の受給資格期間を満たす10年を超える在留期間となることもある。

①特定技能１号として入国する場合
→在留期間の上限は５年

③技能実習３号から特定技能１号に移行する場合
→在留期間の上限は10年

②技能実習２号から特定技能１号に移行する場合
→在留期間の上限は８年

（注）技能実習の対象職種であって特定技能１号の対象分野となっていないものや、特定技能１号の対象分野であって技能実習３号の対象分野でないものが一定数存在するため、

全ての職種について以下の在留ケースが選べるわけではない。

④特定技能１号としての在留後、特定技能２号に移行する場合
→在留期間の上限なし

特定技能
１号

（５年）

入国
技能実習
１号・２号
（３年）

技能実習
１号・２号
（３年）

技能実習
３号

（２年）

技能実習
１号・２号
（３年）

入国 入国

入国
特定技能

２号
（上限なし）

特定技能
１号

（５年）

特定技能
１号

（５年）

特定技能
１号

（５年）

※技能実習１号からの移行は不可。

※

※

※技能実習２号から３号に移行する際には、１か月以上の一時帰国が必要。
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出国外国人の在留期間別人数

注）再入国許可を持つ者及び在留資格が短期滞在の者（90日までの観光、保養、スポーツ等を行う者）は除いた数値。
出典：法務省「出入国管理統計」をもとに厚生労働省国際年金課作成

• 制度創設当時と比べて、３～５年在留する外国人の割合が、外国人出国者全体の約５％から約16％に増
加している。
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○ 平成30年度時点で、約96％の受給者が３年の支給上限年数の範囲内で脱退一時金を受給している。
○ 平成30年度の支払い実態でみると、被保険者期間５年（60月）以下で脱退一時金受給者の約99％を
カバーすることとなる。

厚生年金保険の脱退一時金受給者の被保険者期間月数

注１）厚生年金保険（第１号分のみ）の脱退一時金の支払情報を基に集計。日本年金機構における支給決定年月日を基準に集計しており、厚生年金保険・国民年金
事業統計における脱退一時金の裁定件数の数字とは必ずしも一致しない。

注２）平成29年８月から老齢基礎年金の資格期間が10年となり、10年超の被保険者資格期間に係る脱退一時金の請求ができなくなっている。
出典：厚生労働省年金局国際年金課調べ

支給決定
件数

～12月 13～24月 25～36月 37～48月 49～60月
36月（３年）

以下
60月（５年）

以下

平成26年度 68,538 17.1% 13.0% 63.1% 2.4% 1.8% 93.2% 97.4%

平成27年度 62,163 19.7% 12.7% 61.6% 2.1% 1.4% 94.0% 97.5%

平成28年度 59,018 21.2% 12.3% 61.3% 2.0% 1.3% 94.8% 98.0%

平成29年度 68,526 17.8% 11.0% 66.9% 1.7% 1.2% 95.7% 98.6%

平成30年度 81,539 16.3% 10.6% 69.4% 1.7% 1.2% 96.3% 99.1%
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○ 脱退一時金の請求時点で３年超又は５年超の被保険者期間を有していた者の支給決定件数に占める
割合は、この５年間で一貫して減少している。

○ そのうち、特に、５年超の被保険者期間を有していた者については、そうした者の数も当該割合も一貫し
て減少しており、老齢基礎年金の受給資格期間の引下げが、比較的長い被保険者期間を持つ外国人に
おいて脱退一時金の申請を抑制する効果を生じさせている可能性がある。

厚生年金保険の脱退一時金受給者の被保険者期間と在留期間の関係

被保険者期間３年超（37月以上） 被保険者期間５年超（61月以上） 支給決定件数

平成26年度 4,685（6.8%） 1,763（2.6%） 68,538

平成27年度 3,705（6.0%） 1,526（2.5%） 62,163

平成28年度 3,093（5.2%） 1,155（2.0%） 59,018

平成29年度 2,930（4.3%） 936（1.4%） 68,526

平成30年度 3,057（3.7%） 739（0.9%） 81,539
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（注） 年別の出国者（短期滞在者を除く）数と厚生年金保険の脱退一時金の申請者数について、同じ滞在期間及び被保険者期間毎に単純に
比率を算出したもの（例：平成30年の被保険者期間25～36月の厚生年金保険の脱退一時金の請求者数÷同年の滞在期間２年超３年
以内の出国者数）。なお、当該出国者の全てが厚生年金保険の被保険者であるとは限らない。

厚生年金保険の脱退一時金受給者の被保険者期間と在留期間の関係

○ 滞在期間が３年を超える出国者数に対する厚生年金保険の脱退一時金の請求者数の比率（注）は、滞
在期間２年超３年以内の場合に比べて大きく落ち込んでいる。

○ また、滞在期間３年超５年以内と５年超10年以内の出国者数に対する同比率は、平成28年以降大きく
下っており、過去５年で約半分となっている。
※ 平成29年８月より老齢基礎年金の受給資格期間が10年に引き下げられている。
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受給資格期間の短縮（29年８月）に伴う脱退一時金請求書の見直し
【平成29年８月以前の請求書の注意事項】 【平成29年８月以後の請求書の注意事項】

追加

※ 令和元年10月現在において請求書が対応している14言語（英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、フィリピノ（タガログ）語、タイ語、ベトナム語、
ミャンマー語、カンボジア語、ロシア語、ネパール語及びモンゴル語）すべての様式において同様の注意事項を記載している。 11



2019年９月23日現在

発効済

署名済

政府間交渉中

予備協議中等

（１）発効済　20か国

ドイツ 2000年　２月発効 オーストラリア 2009年　１月発効 ハンガリー 2014年　１月発効
英国 2001年　２月発効 オランダ 2009年　３月発効 インド 2016年 10月発効
大韓民国 2005年　４月発効 チェコ 2009年　６月発効(※) ルクセンブルク 2017年　８月発効
アメリカ 2005年 10月発効 スペイン 2010年 12月発効 フィリピン 2018年　８月発効
ベルギー 2007年　１月発効 アイルランド 2010年 12月発効 スロバキア 2019年　７月発効
フランス 2007年　６月発効 ブラジル 2012年　３月発効 中国 2019年　９月発効
カナダ 2008年　３月発効 スイス 2012年　３月発効

(※)2018年８月改正議定書発効

（２）署名済　３か国

イタリア 2009年　２月署名
スウェーデン 2019年　４月署名
フィンランド 2019年　９月署名

（３）政府間交渉中　１か国

トルコ 2016年 ４月  第５回政府間交渉実施

（４）予備協議中等　２か国

オーストリア
ベトナム

社会保障協定の締結状況（令和元年10月現在）

：アジア諸国で通算措置
を設けている国
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脱退一時金制度創設時における国会での議論

【平成６年11月１日 第131回臨時会 参議院内閣委員会 議事録（抄）】

○政府委員（武藤敏郎君） 外国人の脱退一時金の問題でございますけれども、共済年金につきまして
は厚生年金の改正にあわせて今回このような改正をさせていただこうとしているものでございます。
共済年金の例といたしましては、国立の大学あるいは研究機関などの教員とか研究者といったよう

なものが典型的な例として考えられるわけでございますけれども、ただいま委員御指摘のように３年
以上保険者期間がある場合についても３年分を限度とすると、そういう形で一時金を支給するという
のがどういう理由がということでございますが、基本的に厚生年金と同じ考え方で共済年金も改正し
ておりますので、厚生年金の考え方を御説明申し上げることにもなるわけでございますけれども、１
つは、この脱退一時金というものはあくまでも特例的、例外的な措置であるということでございまし
て、これを長期的なものとして考えるというのは適当でないのではないかというのが基本にあろうか
と思います。
それから第２番目には、現在期間が定められている在留資格期間というものの最長期間は３年以内

ということになっているという事情もございます。
それから第３番目には、実際問題といたしまして、この一時金の対象となります出国者の大部分

が、大体90％ちょっと強のものが３カ月以内ということにとどまっているというような事情がござい
まして、このような観点から３年分を限度とするというようにさせていただいているものでございま
す。
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○厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）（抄）
附 則

（日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給）

第二十九条 当分の間、被保険者期間が六月以上である日本国籍を有しない者（国民年金の被保険者でないものに限る。）であつて、
第四十二条第二号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。
ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 日本国内に住所を有するとき。
二 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。

三 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日（同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本
国内に住所を有しなくなつた日）から起算して二年を経過しているとき。

２ 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

３ 脱退一時金の額は、被保険者であつた期間に応じて、その期間の平均標準報酬額（被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報
酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。）に支給率を乗じて得た額とする。

４ 前項の支給率は、最終月（最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。）の属する年
の前年十月の保険料率（最終月が一月から八月までの場合にあつては、前々年十月の保険料率）に二分の一を乗じて得た率に、次の
表の上欄に掲げる被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下一位未満
の端数があるときは、これを四捨五入する。

５ 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間は、被保険者でなかつ
たものとみなす。

６～９ （略）

脱退一時金の根拠規定①（厚生年金保険法）

六月以上一二月未満 六

一二月以上一八月未満 一二

一八月以上二四月未満 一八

二四月以上三〇月未満 二四

三〇月以上三六月未満 三〇

三六月以上 三六
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脱退一時金の根拠規定②（国民年金法）

○国民年金法（昭和34年法律第141号）（抄）
附 則

（日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給）

第九条の三の二 当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る
保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相
当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が六月以上である日本国籍を有しない者
（被保険者でない者に限る。）であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、
脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 日本国内に住所を有するとき。
二 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。

三 最後に被保険者の資格を喪失した日（同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住
所を有しなくなつた日）から起算して二年を経過しているとき。

２ 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

３ 基準月（請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料四分の一免除
期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保
険料に係る月のうち直近の月をいう。第八項において同じ。）が平成十七年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、次の表
の上欄に掲げる請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付
済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数
及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数（以下この項において「対象月数」という。）に応
じて、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

４ 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた
期間は、被保険者でなかつたものとみなす。

５～７ （略）

８ 基準月が平成十八年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、第三項の表の下欄に定める額に当該年度
に属する月分の保険料の額の平成十七年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める。

対象月数 金額

六月以上一二月未満 四〇、七四〇円

一二月以上一八月未満 八一、四八〇円

一八月以上二四月未満 一二二、二二〇円

二四月以上三〇月未満 一六二、九六〇円

三〇月以上三六月未満 二〇三、七〇〇円

三六月以上 二四四、四四〇円
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年金担保貸付事業の廃止の経緯

○年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業

事業を廃止することとし、十分な代替措置の検討を早急に進め、具体的な工程表を平成22年度中に作成するとともに、現行制度における貸付
限度の引下げ等による事業規模の縮減方針を年内に取りまとめる。

独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針【平成22年12月7日閣議決定】 （抜粋）

７ 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業

厚生年金保険制度及び国民年金制度に基づき支給される年金の受給権者並びに労働者災害補償保険制度に基づき支給される年金の受給権者に
対し、その受給権を担保にして低利で小口の資金を貸し付けることにより、高齢者等の生活の安定を支援すること及び労災年金受給者の生活を
援護することを目的として、その適正な事業実施に努めること。また、当該事業については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方
針」（平成22年12月7日閣議決定）及び「年金担保貸付事業廃止計画」（平成25年3月厚生労働省策定）に基づいて、当該事業に関する周知状
況を勘案した上で平成33年度末（令和3年度末）を目途に新規貸付を終了することとし、事業の廃止に向けた適切な措置を講じること。なお、
当該事業の実施にあたっては、以下の点に留意すること。

（１）業務運営コストを分析し、その適正化を図るとともに、貸付金利の水準に適切に反映することにより、安定的で効率的な業務運営に努め
ること。

（２）年金受給者にとって無理のない返済となるように配慮した審査等を行うとともに、返済中に生活困難に陥った者に係る返済条件の緩和を
行うこと。

（３）円滑に事業を終了する観点から、新規貸付終了及び代替措置に関する周知を図るとともに、受託金融機関の窓口等における利用者への適
切な対応に努めること。なお、利用者等に必要な情報が行きわたるよう、福祉関係団体、司法関係団体及び消費者関係団体などとの連携・
協力による周知活動を行うこと。

（４）年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業に関する評価について、以下の指標を設定する。

・ 福祉関係団体、司法関係団体及び消費者関係団体など30団体以上との連携・協力による周知活動を行うこと。（平成28年度実績：29
団体）

独立行政法人福祉医療機構中期目標 平成30年度～令和4年度（抜粋）
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■ 貸付金額■ 貸付件数

２２
年度

２３
年度

２４
年度

２５
年度

２６
年度

２７
年度

２８
年度

２９
年度

３０
年度

実行
件数

21.2 18.3 17.0 16.0 13.6 10.2 9.1 7.7 7.3

残高
件数

35.8 36.1 35.9 35.1 33.0 27.6 22.4 19.9 17.6

（万件）
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２２
年度

２３
年度

２４
年度

２５
年度

２６
年度

２７
年度

２８
年度

２９
年度

３０
年度

実行額 1792 1459 1236 1157 921 560 495 385 377

残高 1904 1793 1589 1493 1260 878 700 574 514

（億円）

平成23年12月

事業縮減（１回目） 平成26年12月

事業縮減（２回目）

平成23年12月

事業縮減（１回目）

平成26年12月

事業縮減（２回目）

年金担保貸付事業 貸付実行者数の推移等

■ 貸付条件（平成23年11月末まで） ■ 貸付条件（平成23年12月～）

① 貸付金額（次の３つの要件を満たす額の範囲内）
・ 年金額の0.8倍以内
・ 10万円～200万円の範囲内

（一部の使途は10万円～80万円の範囲内）
・ 各支払期の返済額の15倍以内（原則2年半で返済できる額）

② 返済方法
支給される年金のうち、受給者が選択した金額（１回あたりの支

給額の1/3以内）を返済に充当

※資金使途確認資料（見積書等）の提出を義務化（貸付額10万円の場合を除く）

※任意繰上返済をした場合であっても、融資決定時完済予定日に到達していな
い場合は貸付対象外とした。

■ 貸付条件（平成26年12月～）

① 貸付金額（次の３つの要件を満たす額の範囲内）
・ 年金額の1.0倍以内
・ 10万円～250万円の範囲内

（一部の使途は10万円～100万円の範囲内）
・ 各支払期の返済額の15倍以内（原則2年半で返済できる額）

② 返済方法
支給される年金のうち、受給者が選択した金額（１回あたりの

支給額の1/2以内）を返済に充当

※年金担保貸付事業の利用を契機に生活保護を受給することとなった者につ
いては、生活保護受給を終了しても5年間は貸付対象外とした。

① 貸付金額（次の３つの要件を満たす額の範囲内）
・ 年金額の1.2倍以内
・ 10万円～250万円の範囲内
・ 各支払期の返済額の15倍以内（原則2年半で返済できる額）

② 返済方法
支給される年金のうち、受給者が選択した金額（１回あたりの

支給額以内）を返済に充当
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年金担保貸付事業に代わる事業

○ 利用対象者

➢ 生活に困りごとや不安を抱えている者

○ 支援内容

➢ 相談の内容に応じて、どのような制度やサービスが必要かを一緒に考え、具体的な問題の解決に向けた計画を作成することで支援を行う。ま
た、必要に応じて、より具体的に収支状況の改善に向けた家計改善支援事業（家計管理に関する支援、滞納の解消や各種給付制度等の利用に向
けた支援、債務整理に関する支援、貸付のあっせん等）の利用を案内する。

○ 受付窓口

➢ 居住地域の自立相談支援機関

自立相談支援機関について

○ 制度概要

➢ 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用を貸し付ける制度

○ 利用対象者

➢ 低所得世帯【必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯（市町村民税非課税程度）】

➢ 障害者世帯【身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（現在、障害者総合支援法によるサービスを利用し
ている等、これと同程度と認められる者を含む）の属する世帯】

➢ 高齢者世帯【65歳以上の高齢者の属する世帯（日常生活上、療養または介護を要する高齢者等で、一定の収入要件あり】

○ 受付窓口

➢ 居住地域の市区町村社会福祉協議会

生活福祉資金貸付制度について
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